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令
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三
年
八
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十
三
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第
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二
十
四
号
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刊

①

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
三

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
四

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
五

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
五

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

一
以
上
の
市
町
村

等
の
区
域
を
単
位

と
し
て
設
け
ら
れ

る
支
部

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
福

岡
県
印
章
支
部

下
條　
　

誠

山
口　

健
二

福
岡
県
福
岡
市
南
区

井
尻
二

－

一
二

－

二

○

三
、　

三
、
二
四

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任
者

の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

阿
部
伊
知
雄
後
援

会

阿
部
伊
知
雄

阿
部　

貴
子

福
岡
県
中
間
市
岩
瀬
西
町
二
四

－

二

六

三
、　

三
、
一
一

お
ご
お
り
市
民
党

井
上　

勝
彦

大
場　

美
紀

福
岡
県
小
郡
市
寺
福
童
三
二
二

－

一

三
、　

三
、　

一

栗
原
ゆ
う
じ
後
援

会

栗
原　

悠
次

高
山　

和
久

福
岡
県
八
女
市
矢
部
村
北
矢
部
四
二

三
六

三
、　

三
、　

八

し
み
ず
健
太
郎
後

援
会

清
水
健
太
郎

早
川　

福
夫

福
岡
県
宮
若
市
原
田
一
八
六
五

三
、　

三
、
二
九

女
性
知
事
を
誕
生

さ
せ
る
み
ん
な
の

会

嶽
村
久
美
子

曽
我
部
さ
ち

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
四

－

四

－

二
一　

グ
リ
ー
ン
ビ
ル
三
階

三
、　

三
、
二
三

誠
友
会

服
部
誠
太
郎

相
場　

公
博

福
岡
県
福
岡
市
東
区
和
白
東
二

－

二

五

－

二
九　

三
、　

三
、
一
〇

田
中
だ
い
じ
後
援

会

田
中　

大
士

田
中　

大
士

福
岡
県
福
岡
市
西
区
姪
の
浜
四

－

二

一

－

一　

ク
リ
ー
ン
コ
ー
ト
ハ
イ
二

〇
一

三
、　

三
、　

五

中
村
か
つ
き
後
援

会

中
村　

香
月

菰
田　

馨
藏

福
岡
県
久
留
米
市
田
主
丸
町
田
主
丸

四
五
九

－

二

三
、　

三
、
一
一

松
本
英
樹
後
援
会

松
本　

英
樹

熊
本　

則
雄

福
岡
県
行
橋
市
南
泉
二

－

一
一

－

七

三
、　

三
、　

二

道
ひ
ろ
ゆ
き
後
援

会

松
尾
仁
之
亮

長
谷
川
勝
憲

福
岡
県
田
川
郡
赤
村
大
字
赤
五
四
八

一

三
、　

三
、
一
六

み
ふ
ね
英
明
後
援

会

森
下　

孝
則

三
船
由
美
子

福
岡
県
中
間
市
岩
瀬
三

－

一

－

八

三
船
方

三
、　

三
、
一
〇

宮
崎
広
子
後
援
会

宮
崎　

広
子

後
藤
百
合
子

福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋
町
甲
仲
原
一

－

一
四

－

三　

三
、　

三
、
一
一

躍
進
す
る
福
岡
の

会

相
場　

公
博

矢
部　

雅
幸

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
四

－

二

－

一
〇　

南
近
代
ビ
ル
一
階

三
、　

三
、
二
三

よ
し
た
け
洋
子
と

共
に
赤
村
を
考
え

る
会

吉
武　

洋
子

吉
武
多
多
久

福
岡
県
田
川
郡
赤
村
大
字
赤
五
四
九

四

三
、　

三
、　

五

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
十
三
日

目

次
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
北
九
州
総

支
部

壹
岐　

和
郎

代
表
者
の
氏
名

壹
岐　

和
郎

成
重　

正
丈

三
、　

三
、　

八

公
明
党
筑
後
総
支

部

田
中　

功
一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

福
岡
県
久
留
米

市
南
二

－

二
一

－

二
六

田
中　

功
一

福
岡
県
久
留
米

市
諏
訪
野
町
一

九
五
二

－

一

サ
ー
パ
ス
諏
訪

野
町
第
二
七
〇

三
号

吉
田　

宣
弘

三
、　

三
、　

八

自
由
民
主
党
福
岡

県
大
川
市
第
一
支

部

秋
田　

章
二

会
計
責
任
者
の

氏
名

志
岐　

隆
文

古
賀　

照
裕

二
、　

四
、　

八

自
由
民
主
党
福
岡

県
と
き
わ
会
支
部

本
郷　
　

譲

会
計
責
任
者
の

氏
名

井
浦　
　

隆

赤
坂　

智
美

三
、　

三
、
二
四

自
由
民
主
党
福
岡

県
福
岡
市
南
区
第

三
支
部

打
越　

基
安

会
計
責
任
者
の

氏
名

山
本　

政
人

市
川　

完
庫

三
、　

三
、　

一

自
由
民
主
党
福
岡

県
み
や
ま
市
第
一

支
部

板
橋　
　

聡

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
下
庄

一
二
八
七

（
株
）
池
田
屋

内

福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
下
庄

二
〇
〇
六

三
、　

三
、　

一

自
由
民
主
党
福
岡

市
早
良
区
支
部

平
畑　

雅
博

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

早
良
区
昭
代
三

－

二

－

三
〇

福
岡
県
福
岡
市

早
良
区
祖
原
一

二

－

二
五

三
、　

三
、
一
〇

自
由
民
主
党
み
や

ま
支
部

板
橋　
　

聡

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
下
庄

一
二
八
七

（
株
）
池
田
屋

内

福
岡
県
み
や
ま

市
瀬
高
町
下
庄

二
〇
〇
六

三
、　

三
、　

一

自
由
民
主
党
柳
川

支
部

西
田　

晴
征

代
表
者
の
氏
名

西
田　

晴
征

田
中　

雅
美

三
、　

三
、
一
二

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

　
　

新

　
　

旧

異
動
年
月
日

あ
き
た
章
二
後
援

会

秋
田　

章
二

会
計
責
任
者
の

氏
名

志
岐　

隆
文

古
賀　

照
裕

二
、　

四
、　

八

い
し
ば
し
章
後
援

会

石
橋　
　

章

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
筑
後
市

羽
犬
塚
三
三
六

－

二

福
岡
県
筑
後
市

和
泉
二
七
九

－

三
四

三
、　

二
、　

一 

板
橋
聡
後
援
会

大
塚　
　

直

会
計
責
任
者
の

氏
名

松
尾　

文
雄

吉
原　

政
宏

三
、　

三
、　

一

一
心
会

松
尾　

忠
昭

会
計
責
任
者
の

氏
名

牛
嶋　

亜
紀

椿
原　

幸
夫

三
、　

二
、　

五

井
上
勝
彦
後
援
会

井
上　

勝
彦

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
小
郡
市

寺
福
童
三
二
二

－

一

福
岡
県
小
郡
市

寺
福
童
四
九
六

－

一
二

－

一
〇

五

三
、　

一
、　

一

Ｎ
Ｎ
Ｒ
Ｕ
交
通
政

策
研
究
会

古
賀　

栄
一

代
表
者
の
氏
名

古
賀　

栄
一

古
賀　

孝
治

二
、
一
〇
、
二
八 

奥
村
祥
子
後
援
会

奥
村　

祥
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
大

手
町
一
三

－

四

五

－

三
〇
三
号

室

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
木

町
三
丁
目
一
二

－

一
二　

東
ビ

ル
二
階

三
、　

三
、　

一

か
じ
お
充
後
援
会

梶
尾　
　

充

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
津
市

中
央
五

－

一
三

－

三
三

福
岡
県
福
津
市

中
央
五

－

一
三

－

一
〇

三
、　

二
、
二
六

が
も
う
守
後
援
会

蒲
生　
　

守

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
津
市

日
蒔
野
四

－

一

四

－

一
〇

福
岡
県
福
津
市

中
央
二

－

九

－

二
〇

－

一
〇
一

二
、　

一
、
一
〇

か
わ
さ
き
英
彦
後

援
会

川
﨑　

英
彦

会
計
責
任
者
の

氏
名

川
﨑
久
美
子

川
﨑
一
之
助

三
、　

三
、
一
四

北
九
州
市
医
師
連

盟
若
松
支
部

古
賀　

雅
之

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

古
賀　

雅
之

明
田　

憲
昌

金
﨑　

幹
人

古
賀　

雅
之

二
、　

六
、
一
七 

九
大
医
学
部
第
１

内
科
同
門
会
自
見

庄
三
郎
後
援
会

草
場　

公
宏

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
馬

借
二

－

七

－

二

八

－

二
Ｆ

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
紺

屋
町
一
二

－

二

一

－

二
Ｆ

三
、　

二
、
一
五

黒
木
ま
り
こ
と
希

望
あ
ふ
れ
る
南
区

を
作
る
会

黒
木
満
里
子

会
計
責
任
者
の

氏
名

上
野　

由
起

田
中　

髙
子

二
、
一
二
、
三
一

国
家
問
題
研
究
所

犬
丸　

光
加

会
計
責
任
者
の

氏
名

犬
丸　

光
加

太
田
惠
美
子

三
、　

三
、
一
六 
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佐
藤
ゆ
う
こ
後
援

会

佐
藤　

優
子

政
治
団
体
の
名

称

佐
藤
ゆ
う
こ
後

援
会

さ
と
う
優
子
後

援
会

三
、　

三
、
三
一

市
民
連
北
九
州

自
見
庄
三
郎

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
馬

借
二

－

七

－

二

八

－

二
Ｆ

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
紺

屋
町
一
二

－

二

一

－

二
Ｆ

三
、　

二
、
一
五

新
政
策
研
究
会

森
﨑　

巨
樹

政
治
団
体
の
名

称会
計
責
任
者
の

氏
名

新
政
策
研
究
会

森
﨑　

貴
樹

森
﨑
巨
樹
後
援

会森
﨑　

純
子

三
、　

三
、
三
一

染
矢
正
次
後
援
会

染
矢　

正
次

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
宮
若
市

磯
光
六
一
九

－

一
〇

福
岡
県
宮
若
市

磯
光
六
五
六

－

九

二
、　

四
、　

一

つ
い
ち
は
ら
陽
子

後
援
会

築
地
原
陽
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市

東
区
原
田
一

－

二
五

－

三
六

－

三
〇
五

福
岡
県
福
岡
市

中
央
区
天
神
一

－

八

－

一

三
、　

三
、
二
九 

中
島
慎
一
後
援
会

中
島　

慎
一

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
島　

慎
一

菊
地
加
菜
子

米
澤　

英
子

常
田　

正
徳

三
、　

三
、　

五

中
村
じ
ゅ
ん
子
後

援
会

中
村　

順
子

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
村　
　

裕

矢
田　

恵
巳

三
、　

三
、
二
〇

中
村
ひ
ろ
と
し
後

援
会

中
村　

博
俊

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
村　

幸
枝

熊
丸　

正
一

二
、　

九
、
二
〇

に
じ
農
政
連

大
熊　

茂
成

会
計
責
任
者
の

氏
名

宮
本　

泰
照

合
原　
　

優

二
、　

四
、　

一

西
元
健
後
援
会

大
久
保
元
晴

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
豊
前
市

大
字
八
屋
一
八

九
二

－

二　

松

井
ビ
ル
二
階

福
岡
県
豊
前
市

宇
島
五
八
七

三
、　

三
、
一
一

日
本
母
親
連
盟
福

岡
支
部

大
庭
千
賀
子

会
計
責
任
者
の

氏
名

永
末
久
美
子

山
田　

英
愛

三
、　

三
、
一
一

ぬ
ま
健
司
後
援
会

近
藤　

清
志

会
計
責
任
者
の

氏
名

石
橋　
　

悟

野
川　

正
満

二
、　

七
、
三
〇

福
岡
県
歯
科
医
師

連
盟
久
留
米
支
部

首
藤　

俊
介

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
久
留
米

市
櫛
原
町
九
八

福
岡
県
久
留
米

市
櫛
原
町
五

－

九
八

二
、　

七
、　

一

福
岡
県
農
政
連
久

留
米
市
支
部

木
稲　

守
善

会
計
責
任
者
の

氏
名

木
稲　

守
善

吉
田　
　

徹

二
、　

五
、
一
五

福
岡
県
農
政
連
八

女
支
部
立
花
地
区

中
村　

勝
彦

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

中
村　

勝
彦

松
延　

一
国

入
江　

博
司

中
村　

勝
彦

二
、　

八
、
一
九

福
岡
県
農
政
連
八

女
支
部
広
川
地
区

樋
口　

和
俊

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
八
女
郡

広
川
町
大
字
新

代
一
七
八
七

－

五

福
岡
県
八
女
郡

広
川
町
大
字
新

代
一
七
八
七

－

一

二
、
一
一
、　

四

福
岡
市
医
師
連
盟

平
田　

泰
彦

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名

平
田　

泰
彦

藤
原　
　

繁

長
柄　
　

均

平
田　

泰
彦

二
、　

六
、
二
〇

福
岡
司
法
書
士
政

治
連
盟

大
部　
　

孝

会
計
責
任
者
の

氏
名

細
川　

眞
二

稲
員　

敬
三

三
、　

三
、
二
〇

ふ
じ
た
陽
三
後
援

会

矢
ヶ
部
信
一

代
表
者
の
氏
名

矢
ヶ
部
信
一

吉
野　

勝
喜

三
、　

三
、　

一

古
川
哲
也
後
援
会

中
田　

和
代

代
表
者
の
氏
名

中
田　

和
代

古
川　

利
子

三
、　

三
、　

八

宮
脇
れ
い
か
後
援

会

宮
脇　

麗
絵

会
計
責
任
者
の

氏
名

宮
脇　

一
衣

宮
脇　

麗
絵

三
、　

三
、　

八 

Ｍ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
Ｎ
九
州

支
社
社
会
活
動
委

員
会

野
口
統
士
朗

会
計
責
任
者
の

氏
名

脇
坂
祐
太
郎

利
光　

浩
明

二
、　

八
、
一
六

わ
た
な
べ
知
之
後

援
会

渡
邉　

知
之

会
計
責
任
者
の

氏
名

渡
邉
加
代
子

楠
林　

聖
近

三
、　

三
、
二
二

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
第
三
支
部

奥
村　

祥
子

三
、　

二
、
二
八
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自
由
民
主
党
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
第
八
支
部

佐
藤　
　

茂

三
、　

三
、
二
四

自
由
民
主
党
福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
第
四
支
部

片
山　
　

尹

三
、　

二
、
二
八

自
由
民
主
党
福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
第
六
支
部

佐
々
木
健
五

三
、　

三
、　

三

自
由
民
主
党
福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
第
三
支
部

上
野　

照
弘

三
、　

三
、　

三

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

荒
武
み
る
き
後
援
会

荒
武　

見
希

三
、　

三
、
一
一

新
た
な
福
津
市
を
つ
く
る
会

的
場　

彰
文

三
、　

二
、
二
八

あ
ら
ゆ
る
差
別
と
闘
う
会
議

川
口　

美
文

二
、
一
二
、
二
五

牛
島
英
資
後
援
会

牛
島　

英
資

二
、
一
二
、
三
一

浦
田
光
由
後
援
会

浦
田　

光
由

三
、　

三
、
三
〇

小
田
ゆ
き
の
ぶ
後
援
会

小
田　

幸
暢

三
、　

二
、
二
八

片
山
お
さ
む
後
援
会

片
山　
　

尹

三
、　

二
、
二
八

亀
田
安
夫
後
援
会

亀
田　

安
夫

三
、　

三
、
二
一

高
木
し
ん
じ
後
援
会

髙
木　

伸
治

二
、
一
二
、
三
一

地
方
自
治
推
進
会
議

川
口　

美
文

二
、
一
二
、
二
五

中
島
む
ね
は
る
後
援
会

中
島　

宗
昭

二
、
一
二
、
三
一

に
た
さ
か
由
美
子
後
援
会

吉
光　
　

禎

三
、　

三
、
一
〇

の
む
ら
陽
一
後
援
会

野
村　

陽
一

三
、　

三
、
一
〇

林
て
つ
お
後
援
会

林　
　

哲
雄

三
、　

三
、　

一

春
田
く
み
こ
後
援
会

春
田
久
美
子

三
、　

三
、
二
二

松
井
か
つ
ひ
ろ
後
援
会

松
井　

克
演

二
、
一
二
、
三
一

水
上
し
ん
一
後
援
会

水
上　

信
一

三
、　

三
、
一
四

森
田
憲
治
を
育
て
る
会

森
田　

憲
治

三
、　

三
、
二
四

安
江
ち
か
お
後
援
会

安
江
千
賀
夫

三
、　

三
、
三
一

山
岡
と
お
る
後
援
会

山
岡　
　

徹

三
、　

三
、
一
五

山
下
た
け
し
後
援
会

山
下　
　

剛

三
、　

三
、
二
三

山
本
ま
り
と„
住
み
た
い
ま
ち＂
を
つ
く
る
会

山
本　

真
理

三
、　

三
、
一
五

吉
田
宣
弘
後
援
会

吉
田　

宣
弘

三
、　

二
、　

七

よ
し
と
み
和
枝
後
援
会

早
川　

慎
二

二
、
一
二
、
二
七

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日 

阿
部
伊
知
雄

中
間
市
議
会
議

員

阿
部
伊
知
雄
後

援
会

福
岡
県
中
間
市
岩
瀬
西
町
二
四

－

二
六

三
、　

三
、
一
一

井
上　

勝
彦

小
郡
市
議
会
議

員

お
ご
お
り
市
民

党

福
岡
県
小
郡
市
寺
福
童
三
二
二

－

一

三
、　

三
、　

一

田
中　

大
士

福
岡
県
議
会
議

員

田
中
だ
い
じ
後

援
会

福
岡
県
福
岡
市
西
区
姪
の
浜
四

－

二
一

－

一　

ク
リ
ー
ン
コ
ー
ト
ハ

イ
二
〇
一

三
、　

三
、　

五

服
部
誠
太
郎

福
岡
県
知
事

誠
友
会

福
岡
県
福
岡
市
東
区
和
白
東
二

－

二
五

－

二
九

三
、　

三
、　

九

松
本　

英
樹

行
橋
市
長

松
本
英
樹
後
援

会

福
岡
県
行
橋
市
南
泉
二

－

一
一

－

七

三
、　

三
、　

一
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宮
崎　

広
子

粕
屋
町
議
会
議

員

宮
崎
広
子
後
援

会

福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋
町
甲
仲
原
一

－

一
四

－

三

三
、　

三
、　

四

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

井
上　

勝
彦

井
上
勝
彦
後

援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
小
郡
市

寺
福
童
三
二
二

－

一

福
岡
県
小
郡
市

寺
福
童
四
九
六

－
一
二

－

一
〇

五

三
、　

一
、　

一

奥
村　

祥
子

奥
村
祥
子
後

援
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
大

手
町
一
三

－

四

五

－
三
〇
三
号

室

福
岡
県
北
九
州

市
小
倉
北
区
木

町
三
丁
目
一
二

－

一
二　

東
ビ

ル
二
階

三
、　

三
、　

一

佐
藤　

優
子

佐
藤
ゆ
う
こ

後
援
会

政
治
団
体
の
名

称

佐
藤
ゆ
う
こ
後

援
会

さ
と
う
優
子
後

援
会

三
、　

三
、
三
一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
三
年
八
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

荒
武　

見
希

荒
武
み
る
き
後
援
会

三
、　

三
、
一
一

牛
島　

英
資

牛
島
英
資
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

片
山　
　

尹

片
山
お
さ
む
後
援
会

三
、　

二
、
二
八

中
島　

宗
昭

中
島
む
ね
は
る
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

野
村　

陽
一

の
む
ら
陽
一
後
援
会

三
、　

三
、
一
〇

春
田
久
美
子

春
田
く
み
こ
後
援
会

三
、　

三
、
二
二

松
井　

克
演

松
井
か
つ
ひ
ろ
後
援
会

二
、
一
二
、
三
一

山
本　

真
理

山
本
ま
り
と„
住
み
た
い
ま
ち＂
を
つ
く
る
会

三
、　

三
、
一
五

吉
田　

宣
弘

吉
田
宣
弘
後
援
会

三
、　

二
、　

七




